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（法改正等による変更無し）

●法３５条３項新設

契約、勤務規則その他の定めに
おいてあらかじめ使用者等に特許
を受ける権利を取得させることを
定めたときは、その特許を受ける
権利は、その発生した時から使用
者等に帰属するものとする。

●法３５条４項改正

相当の金銭その他の経済上の利益を
受ける権利を有するものとする。

●法３５条６項新設

産業構造審議会の意見を聴いて、相
当の利益の内容を決定するための手
続に関する指針を定めるものとする。

●手続に関する指針

平成２７年９月～
特許制度小委で検討開始

平成２７年１１月めど
指針案につき、
パブリックコメント募集を開始

改正特許法公布
（平成２７年７月１０日）

改正法施行
（公布日から１年以内）

改正法施行以降

経済産業大臣が
指針を告示として
公表

第４回
委員会

平成２７年
１０月５日
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大学等における産学官連携リスクマネ
ジメント検討委員会において、大学等に
おける職務発明制度の適切な運用に向
けた検討を実施。

検討スケジュール等について
（職務発明制度改正に関連する検討スケジュールと本検討委員会の位置づけ）

第５回
委員会

平成２８年
２月目途

資料２
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大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会
（第４回）H27.10.5

本検討委員会


